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相談・情報提供の支援
内容 対象者 金額 申請期間 具体的な支援策

精通弁護士等による法律相談料の補助
（6条3項）

公認心理師、臨床心理士等による
心理相談料の補助

（6条4項）

日常生活の支援 　
内容 対象者 金額 申請期間 具体的な支援策

家事援助
（9条）

①ホームヘルパーの派遣に要する費用の補助又は②ホームヘルパーの派遣を行う。①については、補助金額は実費、時間は合計78時間以内。
②については、時間は午前9時から午後6時までで合計78時間以内、派遣期間は派遣決定通知をした日の翌日から3ヶ月以内。

介護を行う者の派遣に係る支援
（9条）

①介護支援者の派遣に要する費用の補助又は②介護支援者の派遣を行う。①については、補助金額は実費、時間は合計７８時間以内。
②については、時間は午前9時から午後6時までで合計78時間以内、派遣期間は派遣決定通知をした日の翌日から3ヶ月以内。

配食サービスの補助
（9条）

上限1000円/日 犯罪被害により外出が難しい被害者が配食サービスを利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は実費。補助期間は30日以内。

一時保育に要する費用の補助
（9条）

3000円/回 市の一時保育を利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は、1回あたりの利用額の満額（3000円）。補助回数は10回まで。

教育関係に要する費用の補助
（9条）

上限6万円/こども1人
犯罪被害者等が扶養する学齢期の就学中のこどもの教育関係に要する費用（家庭で行う教育サービスや学校への送迎等）の補助を行う。
補助金額は実費の2分の1。

住居の復旧及び防犯対策に要する費用の補助
（10条）

上限30万円
犯罪被害の当時居住していた住居の復旧に要する費用及び防犯対策に係る費用の補助を行う。
補助金額は実費。補助回数は上限額に充つるまで。

家賃補助
（11条）

上限4万円/月 新たに入居する賃貸住宅の家賃の補助を行う。補助金額は、1ヶ月につき家賃の月額の2分の1。補助期間は、入居月の翌月から１年以内。

転居に要する費用の補助
（11条）

上限20万円
転居に要する費用の補助を行う。自宅で被害に遭った場合など、犯罪等により転居を余儀なくされた場合に限定。
補助金額は実費。補助回数は2回まで。

宿泊費用の補助
（11条）

上限7000円/日
犯罪被害者等が自宅で被害にあった場合で、兵庫県警察本部が実施する一時避難場所の宿泊料の一部補助制度を利用した後さらに宿泊施設
を利用する場合に、最大7泊までの費用の補助を行う。補助金額は実費。

就労準備に要する費用の補助
（12条）

上記①②のうち、犯罪被害者に代わって生計を維持するために転職等を行う者
上記②のうち、職の継続が不可能となり転職を余儀なくされた犯罪被害者

上限12万円/人
犯罪被害を受けたことにより転職又は新たに就職する必要が生じた犯罪被害者等が就労するために必要な資格等の取得に要する費用の補助を
行う。補助金額は実費の2分の1。

経済的な支援
内容 対象者 金額 申請期間 具体的な支援策

支援金
（7条）

①死亡　　　６0万円
②重傷病　20万円

知った日から2年
被害発生日から7年

遺族支援金又は重傷病支援金を支給する。

特例給付金
（7条の2）

６0万円 知った日から3年 加害者が刑事責任を問われない等の理由により立替支援金の支給を受けられない遺族に対し、特例給付金を支給する。

貸付金
（7条の3）

上限50万円
（1万円単位）

被害発生日から1年 無利子の資金の貸付を行う。償還期間は貸付月の翌月から42ヶ月以内。

真相究明についての支援
（8条）

上限30万円/年
資料の作成費用を
支出した日から1年間

事件の被疑者の特定等に関する情報の提供を公衆に求める活動を行うために資料を作成する際に係る費用の補助を行う。補助金額は実費。

刑事裁判手続に参加する場合の旅費の補助
（13条1項）

刑事裁判終了日から
30日以内

民事裁判手続に出席する場合の旅費の補助
（13条2項）

再提訴等の際に裁判所に対し支払う費用の補助
（13条3項）

実費額 損害賠償請求権の消滅時効を中断させるために再提訴等をする場合に裁判所に支払う印紙代や郵券代の補助を行う。補助金額は実費。

財産開示手続及び情報取得手続費用の補助
（13条の2）

上限5万円
手続終了日から
30日以内

裁判所における財産開示手続及び第三者からの情報取得手続を利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は実費。

立替支援金制度
内容 対象者 金額 申請期間 具体的な支援策

立替支援金
（14条）

①死亡
　　遺族
②傷害
　　重傷病（療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病）を負った犯罪被害者本人
③性犯罪被害
　　犯罪被害を受けた犯罪被害者本人

上限300万円
債務名義に記載された最終
の弁済期が到来した日の１年
後から３年間

加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義（公正証書を除く。）を取得した犯罪被害者等から当該請求権を譲り受けることを条件として、そ
の金額と同額の立替支援金を支給する。

裁判期日に出席する場合又は裁判期日を傍聴する場合に要する交通費の補助を行う。補助金額は実費。補助回数は上限額に充つるまで。
対象者からの申請があれば、対象者の裁判期日への出席（傍聴を含む。）に付き添った者の交通費についても補助対象とする。

判決が言い渡された日から
30日以内

上限１０万円

①死亡
　　犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた遺族
②傷害
　　重傷病（療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病）を負った犯罪被害者本人、
　　犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた配偶者又は扶養義務者
③性犯罪被害
　　犯罪被害を受けた本人、犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた配偶者又は
　　扶養義務者

被害発生日から3年

上限4000円/時
又は

市が選定した業者を派遣

①死亡
　　遺族
②傷害
　　重傷病（療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病）を負った犯罪被害者本人
※特例給付金は、①死亡（遺族）のみ

①死亡
　　遺族
②傷害
　　重傷病（療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病）を負った犯罪被害者等
③性犯罪被害
　　犯罪被害を受けた犯罪被害者等

明石市犯罪被害者等の権利及び支援に関する条例に基づく支援策の概要

相談料
5000円/回

①死亡
　　遺族
②傷害
　　重傷病（療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病）を負った犯罪被害者等
③性犯罪被害
　　犯罪被害を受けた犯罪被害者等

被害発生日から３年 公益社団法人ひょうご被害者支援センターにおける法律相談・心理相談での相談料を合計１０回分まで補助する。

　資料１ 



具体的な内容

総合的な相談対応

支援金
遺族支援金　　 ３０万円
重傷病支援金　 １０万円

貸付金 上限５０万円

家賃補助 家賃の半額（上限３万円）×６ヶ月

家事援助 ホームヘルパーの派遣

法律相談

心理相談

介護支援者派遣 介護ヘルパーの派遣

一時保育費用補助 ３０００円×５回

転居費用補助 上限２０万円・２回まで

刑事裁判旅費補助 上限３万円

死亡＋後遺障害１～３級に限定
上限３００万円

基本理念に規定、市の責務、市民等の責務（努力義務）

再提訴等支援 再提訴等に係る印紙・郵券代を補助

真相究明支援 情報提供チラシ作成費用を補助

教育関係費支援 学齢期の就学中のこどもの教育関係費用を補助(H31.4～）

就労準備金支援 就労するために必要な資格等の取得費用を補助(H31.4～）

基本理念の追加 被害者家族や性犯罪被害者などへの配慮などを規定

日常生活支援策の
申請期間の延長

被害時から原則１年
⇒被害時から原則３年に延長

市民要件の見直し
被害者等の生活実態を
考慮するなど柔軟に対応

刑事裁判旅費補助の拡充 上限3万円⇒上限5万円に引き上げ

民事裁判旅費補助の新設 刑事裁判のみ⇒民事裁判にも拡大

立替支援金の対象拡大
従前の対象者に加え、性犯罪被害と
１ヶ月以上の重傷病被害を追加

他の自治体で実施している支援策の導入 国外犯罪被害者等への支援 支援対象者を国外犯罪行為による被害者にも拡大

特例給付金
加害者が刑事責任を問われない等の理由により
立替支援金を受けられない遺族に20万円を給付

被害者基金 あかし被害者基金の設立

基本理念の追加 支援の四大原則（迅速・公正・無償・利用しやすい）を規定

民事執行法の改正施行等を受けた支援策
財産開示手続・

情報取得手続費用補助
裁判手続の費用を補助

上限5万円

支援金の増額
遺族支援金　　３０万円⇒４０万円
重傷病支援金　１０万円⇒２０万円

家事援助範囲の拡大
ヘルパー派遣又は費用補助(上限４０００円×７８時間)

(選択制)配食サービスを追加

一時保育費用補助回数の増加 ５回⇒１０回

家賃補助の増額・期間延長 上限３万円⇒上限４万円・６ヶ月⇒１年

法律・心理相談料補助回数の増加 各２回⇒各５回

住居復旧・
防犯対策費用補助

上限３０万円

宿泊費用補助
県警察の補助制度に上乗せ

上限７０００円/日×最大７泊

犯罪被害者等の権利を明記
「明石市犯罪被害者等の権利及び支援に関する条例」に名称変更
　条例の目的や基本理念に権利に関する文言を追加

付添人の旅費補助 申請者からの申請により付添人の旅費も補助

遺族支援金の増額 ４０万円⇒６０万円

特例給付金の増額 ２０万円⇒６０万円

旅費補助の増額 上限各５万円⇒上限各１０万円

法律・心理相談料補助回数の変更 各５回⇒合計１０回

事業者に関する規定の新設 事業者の責務について、市民等の責務と区別して規定

見直し条項
　　　　　社会の状況に応じた内容の施策にするため、
　　　　　３年ごとに条例の見直しを行う

当事者の声を受けた新たな支援策

当事者の声を受けた新たな支援策

既存支援策の充実

他の自治体で実施している支援策の導入

既存支援策の充実

他の自治体で実施している支援策の導入

当事者の声を受けた新たな支援策

既存支援策の充実

二次被害防止の明記

明石市における犯罪被害者等支援策充実の流れ

相談料の補助（５０００円×２回）

支援策

総合相談窓口の設置

経済的支援

日常生活支援

総合的支援の充実

立替支援金

令和５年（2023年）４月１日
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